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令和 8年度 勝浦町教育基本方針 

                                                              勝浦町教育委員会 

【教育基本方針】 

  『一人ひとりを大切にする教育の充実、教育環境の向上、伝統文化の継承 』 

  学校教育においては、「人づくりがまちづくりの基本」をコンセプトに、次世代を担う子どもたち

に確かな学力、体力、ふるさとを愛する豊かな心を育成するため、指導体制の充実、郷土資源の

活用、家庭・学校・地域の連携強化を図り、教育環境の向上を目指す。 

  生涯学習においては、文化やスポーツなどの活動人口が減少していることから、一人ひとりの

活動意欲を高める学習環境の向上、伝統文化の継承、スポーツや文化における世代間交流の

活性化を目指す。 

【基本方針に基づく施策】 

（１） ふるさと教育の推進 

      ・「勝浦町」への誇りの醸成      ・学校教育と社会教育の連携 

      ・特色ある授業の推進 

（２） 学校教育の充実 

      ①特色ある学校教育の充実 

      ・学習指導要領に基づく教育の実践   ・個に応じた指導の実施               

・読書活動の充実                     ・国・県学力調査の活用               

     ・外国語学習の推進                   ・情報教育の充実                     

      ・心の教育・人権教育の充実           ・安全・食育・主権者等教育の推進 

      ②地域との連携の充実 

      ・家庭・学校・地域の連携・協力       ・地域人材・資源の活用 

・家庭学習の推進                    ・虐待等の未然防止に向けた家庭への支援 

    ③教育環境の向上 

      ・教職員の資質・指導力向上           ・小・中学校の連携強化 

      ・施設設備の充実                     ・高校進学への支援  

      ・小松島西高等学校勝浦校への支援及び連携強化 

（３） 人権教育の推進 

      ・人権教育、啓発活動の推進           ・人権問題に対する支援の体制整備  

（４） 文化・芸術・スポーツの振興 

      ①学習・文化・スポーツ活動の活性化 

      ・総合型地域スポーツクラブの運営支援 ・スポーツ協会の運営支援 

      ・施設の機能向上と利用促進      ・活動組織の活性化  

・郷土文化の継承 

      ②青少年健全育成の推進 

      ・地区活動の推進 ・補導パトロールの実施 

・青少年健全育成センター及び専門補導員との連携  
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【令和８年度の重要事項】 

（１）  学校教育における ICT環境の充実 

    学校におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められている中、令和2年度

「GIGAスクール構想の実現」に向けた「一人一台端末」及び「高速大容量の通信ネットワーク」の整

備を実施し、本設備を用いた学校教育の実施、それを推進するための情報通信技術支援員配置等の

環境の充実に努めている。令和７年度に端末機の更新を実施し、前回調達時からの課題改善に努

め、更なる学習環境の充実を図る。 

（２）  高校生等への修学支援事業 

令和5年度から実施している高校生等を対象にした、「勝浦町高校生等修学支援金給付事業」を

引き続いて行う。また、勝浦町にある唯一の高校となる小松島西高等学校勝浦校の魅力を高めるた

め、引き続き学校支援事業を行う。 

（３）  外国語指導助手（ALT)のサポート体制強化 

小学校は令和2年度、中学校は令和3年度から全面実施されている学習指導要領を柱として、小

学校は「外国語活動の学習開始学年引き下げ及び5・6年生での「英語教科化」、中学校は「原則、

英語の授業は英語で行う」と記されている。児童生徒の英語力向上と、教師の語学力・指導力向上を

狙いとして､平成29年度から外国語指導助手（ALT)を小・中に1人ずつ配置し2名体制としている。

令和８年度においても引き続き、外国語教育の強化・推進を図っていく。 

（４）  学校教育の充実 

障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な支援を行うため、特別支援教育

支援員を増員するなどの体制整備を充実する。令和６年度に実施した施設点検及び改定した長寿命

化計画なども踏まえながら、修理費用等の平準化を含め、引き続き必要な対策に取り組んでいく。 

（５）  部活動の地域展開に向けて 

国や県が策定した方針や手引きを基にした、「勝浦中学校の部活動の在り方に関する方針」を作

成し、スポーツ振興地域おこし協力隊とともに地域展開に向けた取組を進める。 

（６）  働き方改革 

国の働き方改革の方針を受け､働き方改革「見える化」ダッシュボードの運営による、勤務時間管

理や意識改革の推進を図る。また、教員業務支援員、部活動指導員、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーの配置や部活動の地域展開等により教員の負担を軽減し、児童生徒に向き合う

時間を増やすことにより、学校教育のさらなる充実に結びつける。 

（７）  恐竜化石を核としたまちづくり 

平成6年のイグアノドン類、平成28・30年のティタノサウルス形類などの草食恐竜の化石のほか、

平成30年の調査において、これまで特定されていなかった恐竜化石含有層（ボーンベッド）が発見さ

れ、さらに令和元年に獣脚類（肉食恐竜）の歯の化石が地層の中から見つかっている。令和6年には

同地層からイグアノドン類、ティタノサウルス形類、獣脚類の歯など、新たに4点の恐竜化石が発見さ

れた。 今後も、さらに発掘が進展するよう徳島県と連携して取り組んでいく。また、子どもたちの夏休

みに合わせて恐竜をテーマに恐竜フェスティバルを開催するとともに、従来の化石展をはじめ新たな

催しを企画し、町おこしに恐竜の活用を図っていくとともに、子どもたちに、勝浦町の貴重な自然史遺

産をふるさと学習として教育で活かす。 


